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研究要旨 

発達障害者や精神障害者等の地域生活の支援は,共同生活援助や自立生活援助,就労定着支援等

がある。現状では障害福祉サービス現場の人手不足や業務過多,支援の専門性の問題による支援サ

ービス上の課題がある。サービス利用者の実態把握が効率的に行われ,かつ支援サービスの質の向

上を可能にする ICT活用が期待されている。そこで本研究では,障害者福祉サービスの地域生活支

援の現状を踏まえ,障害者福祉サービスの事業所を対象とした ICT活用のアンケートおよび ICT活

用の好事例におけるヒアリング調査を行った。調査の結果,障害者福祉サービスのうちグループホ

ームにおいて ICT 活用に格差があることが明らかになった。また ICT活用は業務効率向上に寄与

し,大きな可能性を有するが,ICT 設備状況だけでなく,ICTを使いこなせることが重要であること

がうかがえた。ICT 活用が本当の意味で業務負担軽減になるためには,行政・自治体の ICT化が推

進することが重要である。 
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A. 研究目的 

 発達障害者や精神障害者等の地域生活の支

援は,共同生活援助や自立生活援助,就労定着

支援等があり,その業務ではサービス利用者の

状態把握と支援計画作成等が必須である。しか

し,現状では障害福祉サービス現場の人手不足

や業務過多,支援の専門性の問題による支援サ

ービス上の課題がある。サービス利用者の状態

把握が効率的に行われ,かつ支援サービスの質

の向上を可能にする ICT活用が求められてい

る。 

 2021 年度は,障害福祉分野,特に,成人期の

地域生活支援を中心にした分野において,ICT

活用においてどういう課題や可能性があるの
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かを検討した上で,全国の障害者福祉施設にお

ける ICTを用いた業務や支援について把握す

るため大規模調査を行い,ICTの活用の実践お

よび期待,課題・ニーズについて実態把握を行

う。また,当事者団体へのヒアリングにより支

援者および当事者の生活支援における ICT活

用の好事例や ICT 活用のニーズの実態調査も

行う。これらの実態調査から支援者の業務負担

や支援サービス向上につながるための ICT活

用（活用好事例と課題）について整理を行うこ

とを研究目的とする。 

 

B.研究方法 

（1）障害福祉サービスにおける地域生活支援 

現在の障害福祉サービスにおける地域生活

支援の実態を文献等を基に文献的および制度

上の分析を行って考察していく。 

（2）発達障害者の地域支援：ライフログクリ

エイターの試み 

現在,すでに普及している地域生活支援アプ

リであるライフログクリエイター（LLC）の機

能や普及における制度上の課題と可能性等に

ついて,実態を紹介する。 

（3）障害者福祉サービスにおける ICT の導入

と課題 

現在の障害福祉サービスにおける ICTの導

入状況に関して,文献や関連情報等と,（5）（6）

の調査結果を基に分析を行って考察していく。 

（4）発達障害情報・支援センターにおける ICT

を活用した情報提供の取組 

 発達障害者情報・支援センターでの ICTを活

用した情報提供の取り組みに関して,センター

の基本情報等を基に分析して考察を行ってい

く。 

（5）障害福祉サービス事業所における ICT活

用の実態調査 

調査対象となる障害福祉施設の選定である

が,成人期の共同生活援助や自立生活援助,就

労定着支援等の福祉施設を対象とすることと

した。全国の障害者福祉施設として「共同生活

援助（以下グループホームとする）10130 施設」,

「就労移行支援センター2080 施設」,「就労定

着支援センター988 施設」,「就業・生活支援

センター334 施設」「発達障害者支援センター

94 施設」の合計 13383 施設あることがわかり,

リストを作成した。 

調査項目に関しては,実際の障害福祉サービ

スの現場では ICTをどのように活用している

か把握する必要があると考えられた。調査項目

の ICT の活用状況をなるべく幅広い選択肢等

を考慮すること,ICT の活用に関する状況の段

階によって施設職員の業務負担や主観的業務

時間を比較検討できること,障害者福祉サービ

スの質的向上につながるような ICT ツールの

活用状況などを広く網羅できるように調査票

の作成を行った（詳しくは分担研究「障害福祉

サービスにおける ICT活用の実態調査」を参

照）。 

倫理面への配慮として,実態調査の実施にお

いては,紙面にて本研究の目的と意義を説明す

るとともに,回答結果は各機関の個別の回答を

示さず統計的に処理されること,各機関の評価

に用いられるものではないこと,回答への協力

を依頼した。中京大学研究倫理委員会の審査を

受け承認されている。 

実施期間は 2022 年 1月～2月末にかけて

Googleフォームを用いた Web調査を実施した。

調査フォームの URLが QRコードに記された調

査依頼用紙を各機関に郵送し，同意が得られた

場合 Web調査の回答を依頼した。その結果,回

答数は 430例であった。その後,3月に同様の

内容が書かれた紙面アンケートを各機関に郵

送し,本調査への同意と協力が得られた場合,

返送するよう求めた。回答数は総数 1883 例と

なり,最終的な全体回収率は 14.07％であった。 

 

（6）障害福祉分野における ICT活用の好事

例におけるヒアリング調査 

事前に,一般社団法人全国地域で暮らそうネ

ットワークから障害福祉サービスについての
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ヒアリングを行い,施設種別ごとの検討の重要

性について確認し,グループホーム,自立生活

援助,就労定着支援のヒアリングを計画した。 

以下のインタビューガイドに沿ってヒアリ

ング調査を行った。なお,ヒアリング調査

は,Zoom によるオンライン会議システムを用

いて実施した。 

ICT 活用について（事務業務） 

〔PCやタブレット,インターネット環境・ICT

機器の活用と事務業務効率の向上・ICT活用事

例・ICT 機器を使用することへの課題〕 

ICT 活用について（支援業務） 

〔事業所での支援における活用事例・ICT機器

の活用と支援業務の向上・ICT活用事例〕 

ICT 機器を使用することへの課題業務負担軽

減や支援の向上につなげるために何が必要

か？ 

手続きと倫理面への配慮は以下である。実施

に当たっては，研究協力者または分担研究者の

紹介ならびに ICT 活用に関するアンケート調

査への回答から，今後の調査協力が可能と答え

た事業所にヒアリング調査への協力を依頼し

た。その結果,グループホーム 13 施設,自立生

活援助７施設から調査協力を得ることができ

た。Zoomによるオンラインでのヒアリング調

査実施時には，調査対象者となる事業所職員に，

はじめに本研究の目的と意義を説明するとと

もに，事業所名・担当者名を報告書に記載する

こと，調査記録のために本調査について録画す

ることを説明し，同意を得た。また，得られた

回答は本研究の目的のみに活用すること，回答

内容が各機関の事業評価に用いられることは

ないことを伝えた。支援事例の聞き取りにおい

ては，施設利用者の個人情報に配慮し，個人名

を出さないなどの回答としてもらうことを確

認し，報告書に記載する内容については，各事

業所に該当する箇所を送付し，事業所担当者の

確認を得た。本調査において,中京大学研究倫

理委員会の審査を受け承認されている。 

 

C．研究結果 

（1）障害福祉サービスにおける地域生活支援 

1.地域生活支援の現状・課題 

障害のある人の生活は成人期以降も家族等

が支えている現状は少なくない。家族等が意識

的に,または無意識に支えている範囲は幅広く,

地域生活支援者が家族等から引き継いだ際に

必要となるサポート内容,そのための業務は多

岐にわたる。 

地域生活支援を支える障害福祉サービスの

居住支援として,グループホーム（介護サービ

ス包括型・外部サービス利用型・日中サービス

支援型・サテライト型）,単身等の生活を訪問

によりサポートする自立生活援助がある。また,

就労に伴う生活面の課題に対応できるよう必

要な連絡調整や助言を行うための就労定着支

援があり,このような地域生活支援体制構築の

ための地域生活拠点の整備が推進されている。

なお,国保連（国民健康保険団体連合会）の令

和3年4月の実績では以下のようになっている

(厚生労働省，2021b)。 

・グループホーム 事業所数 10,319ヵ所 

利用者数 144,570人 

・自立生活援助  事業所数 242ヵ所 

利用者数 1,041 人 

・就労低定着支援 事業所数 1,343 ヵ所 

         利用者数 13,141人 

 

※グループホームの内訳 

〔介護サービス型 8,670事業所 124,291人 

日中サービス型 348事業所 4,708人 

外部サービス型 1,301事業所 15,571人〕。 

2.主な地域生活支援（グループホーム・自立生

活援助・就労定着支援）における支援内容 

グループホームは,障害のある方（利用者）

が地域住民との交流が確保される地域の中で,

家庭的な雰囲気の下,共同生活を営む住まいの

場のことを指す（厚生労働省，2021a）。グルー

プホームにおける支援は,主として夜間におい

て,共同生活を営むべき住居における相談,入
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浴,排せつまたは食事の介護,その他日常生活

上の援助が中心となる。その他,利用者の就労

先又は日中活動サービス等との連絡調整や余

暇活動等の社会生活上の援助も行っている。居

住形態は,2 人～10人程度が住む共同生活型の

戸建タイプや単身生活型のアパートタイプな

どもある。利用者のニーズに合わせて,終の棲

家としてのグループホームやひとり暮らしに

向けた通過型・移行型も存在し,グループホー

ムのあり方は様々である。さらに同じグループ

ホームであっても対象となる利用者の障害特

性により支援内容は異なる。例えば利用者が重

度の知的障害者であれば,専門性のある直接支

援が欠かせないし,ひとり暮らしを希望する利

用者に対しては,直接支援の頻度が少なくても

ひとり暮らしが送れるようにどんな間接支援

が必要かを支援者が考える必要がある。いずれ

にしても,支援として最も重要となるのが利用

者のアセスメントであり,個別の支援計画はそ

のための記録になる。 

自立生活援助は,居宅において単身で生活す

る障害者につき,定期的な巡回訪問や随時通報

を受けて行う訪問・相談対応などの支援を行う

支援事業のことさす（岩上・全国地域で暮らそ

うネットワーク，2018）。自立生活援助の支援

内容は,地域生活支援員が定期的な 居宅訪問

や随時の通報を受けて行う訪問,当該利用者か

らの相談対応等により,日常生活における課題

を把握し,必要な情報提供及び助言,関係機関

との連絡調整等の実施である（PwCコンサルテ

ィング合同会社,2021）。多くの場合は,月に 2

回程度の関わりとなり,通院同行や書類作成サ

ポート,買い物同行などの直接支援はあるが,

家事などが必要な場合には外部サービスであ

るヘルパーなどが担うこともある。自立生活援

助の支援の特徴は「定期訪問」と「随時対応」,

または「同行支援」を必要に応じて組み合わせ

るオーダーメイドの支援を特徴としており,生

活場面での関りを通した関係づくりとアセス

メントが重要になってくる（岩上・全国地域で

暮らそうネットワーク，2018）。 

就労定着支援は,一般就労へ移行した障害者

の就労に伴う生活面の課題に対して就労の継

続を図るために企業・自宅等への訪問や障害者

の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を

行うサービスである（厚生労働省，2017）。就

労定着支援の支援内容は,相談を通じて生活面

の課題を把握するとともに,企業や関係機関等

との連絡両性やそれに伴う課題解決に向けて

必要となる支援を実施する。月 1回程度が関わ

りとなることが多く,企業・自宅等への訪問す

ることや,生活リズム,金銭・体調管理などに関

する課題解決に向けて,必要な連絡調整や助言

を行う。就労移行支援後の定着支援であり,企

業の雇用管理の範疇とも考えられるが,障害特

性の理解をもって企業と本人の橋渡し的な役

割を担っている。 

3.地域生活支援として必要なこと 

福祉的就労や永住型のグループホームでは

原則利用期限がなく利用者本人が希望すれば

継続して支援が提供されるが,一般就労やひと

り暮らしの場合,前述の通り利用できる障害福

祉サービスはあるものの原則有期限である。一

般就労やひとり暮らし後,概ね 2～3年の地域

定着支援があってもその後のフォローアップ

体制は脆弱である。定着後に問題が起きること

もあり,問題が起きてからの介入ではなく,定

着後も予防的な支援体制の構築が必要である。 

一方で,地域生活定着後に支援を希望してい

る人ばかりではない。本人からすれば,一般就

労し,ひとり暮らしたのだから,“お節介”な

支援から解放されたと思う人もいるだろう。そ

れでも困った時や判断に迷った時に相談でき

る支援者との繋がりがあることやその体制が

社会的孤立を防ぐことになる。そういった繫が

りは対面支援だけでなく ICTの活用であれば

本人の拒否なく繋がれる可能性も広がってい

く。 
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4. 障害者福祉サービス事業所が抱えている

問題 

地域生活支援を考える上で直接支援とは別

に,支援のための机上事務を主とするマニュア

ル・引き継ぎ書作成,業務日誌や支援記録,個別

支援計画書の作成などの業務や関係機関との

会議,生活用品の買い出しなどがある。 

日々の直接支援に従事しながら勤務時間内

に支援記録を付ける時間を捻出することが難

しい実態もある。グループホームであれば事業

の形態から拠点が複数になり会議や職員間の

情報共有ができにくい特徴があり,Web会議を

するための設備が各ホームに導入されていな

い,またはネット注文等に対応できない世話人

や生活支援員がいることも実態としてある。こ

のあたりの課題は,本報告書にある障害者福祉

サービス事業所を対象にした実態調査（アンケ

ート調査およびヒアリング調査）にてより明確

になってくるであろう。 

5. 障害者福祉サービスにおける展望 

ICT 技術が飛躍的に進歩し,Web 会議が主流

となり情報共有がしやすくなったことで,移動

時間や交通費の節約が計れるようになった。ま

た単純にネット注文に切り替えるだけで,食材

や生活用品などの買い出しが ICT 技術によっ

て大幅に効率化されつつある。夜勤を伴うグル

ープホームに従事する職員の人員不足は深刻

であり,ICT の活用により業務効率化は担い手

不足の一助となり得る。 

地域生活支援と言っても,前述の障害福祉サ

ービスにはそれぞれ特徴や対象者が異なる点

があるものの,支援記録,アセスメント,関係機

関との連携は共通必須業務である。管理者,サ

ービス管理責任者,支援員どの立場であって

も,ICT の活用により効率化される業務があり,

その開発と導入が期待される。 

 

 

 

 

（2）発達障害者の地域支援：ライフログクリ

エイターの試み 

1.発達障害者の地域支援における ICT活用 

障害者支援において,すでに ICTが利活用さ

れている事例は少なくない。ここでは,そのよ

うな実践の代表例として,発達障害成人等の地

域支援を支えるアプリ『ライフログクリエイタ

ー』（https://life-log.org/）を紹介する。 

ライフログクリエイターは,RISTEXプロジ

ェクト「アプリを活用した発達障害青年成人の

生活支援モデルの確立」により開発されたアプ

リである。当事者と支援者等がペアで登録して

支援に活用されることが想定されており,①生

活チェック機能,②メンタルヘルスチェック機

能,③チャット機能,および,④余暇支援機能が

実装されている。 

まず,①・②のチェック機能では,当事者の整

容・保清,金銭管理,社会的活動,危機管理,通学

や仕事など日々の適応行動や,睡眠,食事,気分,

通院・服薬など精神的健康の状態を,当事者自

身と支援者との双方が評価・記録することがで

きる。定期的にチェックすることで経時的変化

も把握できる上,当事者の自己評価を支援者等

の客観的評価と対比することで,支援のポイン

トを明確にすることができる。③のチャット機

能により,当事者からペアとなっている支援者

へ相談することや支援者が当事者へ助言する

ことが容易になる。このような個別の連絡には

メールや LINEなども利用できるであろうが,

ライフログクリエイターでは当事者とペアに

なっている支援者との間でのやり取りとなる

ため秘匿性が高く,個人情報保護の観点からも

安全性が確保されている。④の余暇支援機能は,

アプリを通じて自分の関心等が共有できる仲

間と地域でつながることができることを目指

した機能である。具体的にはライフログクリエ

イター内で特定の話題やテーマについてのイ

ベントを企画し,仲間に参加を呼び掛け,開催

中は仲間とチャット画面で情報を共有するこ

とが可能となる機能である。例としてアスペ・
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エルデの会における実践を以下に示す（辻井，

2019）。 

例えば活動テーマが「活動場所のグルメを探

そう」であれば,大まかに食事の好みがある程

度の共通した小グループを形成する。最初はメ

ンバー相互のやり取りを細かく把握するため

に3～4人に1人の支援者が入って,良い会話の

視点で関与観察しながら,適宜助言していく。

昼食時間のときに食べ物や観光として珍しい

ものなどを適切な形で写真をライフログクリ

エイターのチャットにコメントを添えて掲載

していく課題を与える。このとき,イベント前

に電子媒体のコミュニケーションを活用する

ためのスキルについても必要な情報を事前に

共有しておく。コミュニケーションは双方向的

なやり取りであるため,チャットに自分の発言

を一方的に載せっぱなしでなく,相手の発した

発言に対して自分なりに肯定的なフィードバ

ックをしていくよう助言する。ライフログクリ

エイターの場合は支援者もそのチャットの中

でのメンバー同士のやり取りを把握できるた

め,不適切なコミュニケーションになったとき

は個別に伝え,修正してもらうスーパーバイザ

ー的な役割を担う。活動の最後は集団で感想な

どをメンバーで共有するが,そこでも集団での

会話のスキルの練習場所になる。支援者はメン

バーのコミュニケーションスキルについて,ま

ず出来ている点や努力している点を具体的な

行動水準で取り上げてフィードバックする。

「さらに一歩上手になるためにはこの点をこ

んな風にやってみると良い」など具体的に助言

していくと良いだろう。この繰り返しにより,

コミュニケーションスキルは他者評価の観点

からみても有意な向上が示されている。 

ライフログクリエイターを活用することで,

日常生活の中で何ができており,何ができてい

ないかを可視化できる。家庭や学校,職場での

課題への対応や余暇の過ごし方などを容易に

確認・アドバイスできるため,ある程度自動化

（省力化）された見守りができる。そして,メ

ンタルヘルスのモニタリングが可能となるた

めに精神科的併存症の早期発見・早期介入につ

ながることが期待される。 

ライフログクリエイターが必要となる背景

には,いくつかの要因がある。過去の研究と関

連づけると,以下の３点があげられる。 

・発達障害者の思春期以後のひきこもりケース

（齋籐,2007）から家族以外の外部（支援者,

当事者仲間など）との多様なコミュニケーシ

ョン方法の確保が長期的に必要となること。 

・元々の外出時の感覚過敏さや新型コロナ感染

症のマスク着用困難などの要因から,最近の

新しい生活様式の親和性が高まった（国立障

害者リハビリテーションセンター 企画・情

報部 発達障害情報・支援センター，2021）

こと。 

・当事者同士の交流を維持していくために,会

場の確保や心理的なぶつかり合いの解消（発

達・精神サポートネットワーク,2017）,福祉

制度等の適切な情報収集（加藤，2007,発達・

精神サポートネットワーク,2017）に限界が

あり,部分的に発達障害の特性を理解してい

る専門的支援者の関与が必要になること。 

 

（3）障害者福祉サービスにおける ICTの導入

と課題 

1.背景 

障害者福祉サービス施設における ICTの導

入について,福祉施設に置いて ICTを導入すべ

きかどうかであるが,コロナにかかわらずさま

ざまなシステムやサービスが ICT化をしてい

る昨今では,この流れには逆らうのはなかなか

難しいと考えられる。また,福祉の現場では人

材不足が指摘されており,今後は生産年齢人口

の減少もあることからより一層の効率化が必

要となり ICTの導入は事業所の規模や業態に

よっても異なるが何らかの形で必要となるだ

ろう。 
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２．導入のメリット 

今回の調査ではメリットとして「時間の短縮」

をあげる事業所が多かった。大きく分けると以

下の 2つのメリットがあげられる。 

① 移動時間の短縮 

グループホーム間の移動や,研修,会議,巡回

といった移動時間の短縮をメリットとしてあ

げる事業所が多かった。例えば全体向けの朝礼

は Zoom などを用いて実施することで移動時間

を減らせた例がある。単に会議をオンラインに

移すのではなく,会議の目的に応じて対面がい

いのかオンラインで実施するのがよいのかを

事前に検討しており,業務の見直しにもつなが

っていると考えられる。また,買い物時間を減

らすといった取り組みがなされており,例えば

法人カードを使いオンラインで事務用品や日

用品の購入をすることで,店へ往復する時間,

店内で商品を探す時間を減らすといったこと

がされている。 

② 記録時間の短縮 

例えばいったん事務所に戻ってメモを書き

写すといった作業や,紙のメモをパソコンで入

力しなおすといった記録するため時間を減ら

すことができているようだ。また,タイムライ

ン型のチャットツールなどで事前に流れを把

握しておくことで,申し送りの時間を減らすこ

とにも貢献している。ICT化をした場合,記録

などの情報はほぼリアルタイムで更新される

ことから,書類の到着を待つ必要がないという

時間短縮も見られた。例えば有給休暇の申請な

どは,申請書類が間違っていて差し戻される場

合にも書類の移動時間がないため,申請がスム

ーズになった事例もあった。 

ICT を導入した事業所の多くが「利用者に向

き合う時間の増加」をメリットとしてあげた。

これは利用者だけでなく支援者側は働き甲斐

を感じているのではないだろうか。 

このほか,事業形態にもよるがオンライン会

議を実施することで大きな会議室が不要とな

り,職員用の什器や家賃の削減につながるとい

ったメリットも考えられる。さらに,直行直帰

のスタッフが増えることで実労働時間が増え,

働き方改革につながるとも考えられる。 

③ICT導入のデメリット・リスク 

ICT導入のデメリットやリスクとしてセキ

ュリティ面をあげる事業所は多く,気を使って

いる様子が見られた。特に個人情報の保護につ

いては,要配慮個人情報を扱うことが多いため

か全体的にとても慎重に運用している様子で

あった。 

セキュリティについては,技術的リスクと人

的リスクの 2つに分けて考えられる。 

技術的リスクについては,毎日のように報告

される脆弱性に対し,自社のシステムがその対

象なのかその場合更新のスケジュールや人材

の配置はどうするのかといった業務が煩雑に

なる。そのため,専門の部署やスタッフのない

事業所では技術的リスクにさらされるだろう。

その場合,メンテナンス契約や信頼のあるクラ

ウドサービスなどを使いサーバなどの保守を

外部に委託することが必要と考えられる。 

人的リスクについては,入社時に説明や教育

をしているのが一般的であった。利用者におい

ても共同生活をするという前提でお願いや誓

約書の提出をお願いしているケースもあった。

個人情報保護の責はスタッフだけでなく,利用

者も負うという認識が広がっているようだ。 

また,事業所がビジネスチャットツールを利

用することで,リスク回避につながる可能性も

示唆されていた。例えばスタッフ同士がこっそ

りとチャットツールを使っている場合,そこで

個人情報をやりとりしていることも十分に考

えられる。そこで,こっそり使うよりもビジネ

スチャットツールを導入し,適切なアクセス権

を設定するなどして人的リスクを回避できる

だろう。また,業態によっては利用者とスタッ

フの物理的距離が近いためタブレットの置き

忘れや,画面に個人情報を表示したままにしな

いといった一定の距離感を保つことも必要と

考える。 
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このほか,既存のオフィススイートソフトウ

ェアを用いて,事業所内で独自のテンプレート

を作成し自動化を行っている例もあった。例え

ば表計算ソフト内にプログラムを埋め込み,複

雑な計算を自動化することはよくあることだ

ろう。その表計算ソフトをつかいこなせる職員

がいるうちはよいが,仮にその職員が退職した

後に算定式が変わり,プログラムを書き直す必

要が出てきた場合に困ってしまうだろう。また,

出力される数値などがおかしい場合,ベテラン

スタッフであれば経験的に気付けるが,新人ス

タッフの場合ミスに気づけない事も考えられ

る。既存のソフトやツールを応用すると手軽に

業務を ICT化ができる。しかし,業務やツール

の属人化が起きていないかを確認することが

必要だろう。 

３．実際のツールについて 

福祉施設における ICT の導入については管

理,見守り,レクリエーション・余暇,コミュニ

ケーションの 4つの面で活用が期待される。以

下ではヒアリングや介護機器展などで見聞き

したものをあげていく。 

1：管理 

管理については業務,労務,人事,週休,利用

者の管理といった面の業務で利用する。請求や

支払いといった業務に関しては専用ソフトや

さまざまな機能を網羅した統合ソフトが利用

されていることが多い。ヒアリングではパート

やアルバイトの勤務日程を組むのが大変とい

った話も出されたが,労務管理ソフトの中には

シフトの自動作成機能を有するものもあるよ

うだ。また,タブレットやスマートホンを利用

するものが増えており,タブレットなどで入力

した情報を PC側で集約するといったワークフ

ローが増加しているようだ。 

＜ソフトウェアの例＞ 

介舟ファミリー (株)日本コンピュータコン

サルタント 

CAREKARTE（ケアカルテ） (株)ケアコネクトジ

ャパン 

ほのぼの moreなど NDソフトウェア（株） 

ともにシリーズ （株）共栄ブレーン 

ジョブカン 株式会社 DONUTS 

Microsoft Office （株）マイクロソフト 

2：見守り 

介護や看護施設で導入される大規模なもの

から,個人家庭に導入される小規模なものまで

各種開発されている。施設ではカメラやレーダ

ー,ICタグといったセンサー類を使い,離床の

検出や徘徊（はいかい）防止として利用されて

いる。またセンサー情報や日々の記録から AI

を用いて離床や転倒を事前に予防するシステ

ムも開発されている。常時バイタルをチェック

が必要ない場合や小規模の事業所では,Amazon 

Echo端末（Alexa）を置き,呼びかけ機能を使

うことで見守りとして利用している例もあっ

た。Amazon Echo端末は一般家庭において遠隔

地にすむ高齢家族の見守りや子供のお留守番

でも使われており,それを応用しているようだ。

こうした端末を設置する場合は事前に同意を

得ることや,プライベートルームには設置しな

いといった取り決めを事業所内で策定し,同意

を得る必要があるだろう。 

＜見守りシステムの例＞ 

タグアシスト (株)ハイライト 

Amazon Echo端末 Amazon 

Tellus（テラス）見守りシステム  Tellus You 

Care 合同会社 

3：レクリエーション・余暇 

レクリエーションについては,コロナ禍で

ICT利用の頻度が上がったと思われる。最も多

かったのが YouTubeの視聴だった。グループホ

ーム内のデバイスや,利用者の私物で鑑賞して

いるようだ。特に知的障害を持つ場合でも

Amazon Echoなどを用い音声でコントロールし

て,好きな動画を見てすごしているとの報告が

あった。ただ,タブレットを貸し出すと長時間

動画を視聴する,ゲームをプレイし続けるとい

ったことが多く報告されており,事前にルール

を決めて手渡すといった工夫が必要だ。また情
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報漏えいや業務停止を防ぐため,業務に使用す

るタブレットと貸し出し用を分ける必要があ

るだろう。また,利用者の買い物にもオンライ

ンショッピングが利用されている。利用者のち

ょっとした私物が壊れ同じものがほしいとい

った場合,タブレットを持っていき同じかどう

かを画像などで確認しながら買い物をすると

いった利用があった。タブレットの場合は画面

が大きいのと,利用者のそばで希望のものか確

認できるといった気軽さも利用を後押しして

いるようだった。 

このほか,レシピアプリを見ながら料理をし

て自立に向けて練習をしているといった例も

あった。 

＜レクリエーションシステムの例＞ 

Zoom Meetings（Zoom ビデオコミュニケーショ

ンズ） 

Amazon Echo端末 Amazon 

YouTube  

DELISH KITCHEN 株式会社エブリー 

4：コミュニケーション 

コミュニケーション面については,スタッフ

と利用者の両面で ICT の利用が多く見られた。

まず,スタッフ間のコミュニケーションは 2つ

の利用法が見られた。まずオンライン会議シス

テムは,グループホームなどそれぞれの拠点が

離れている事業所や,相談支援といった事業所

などで利用されている。また,オンライン会議

システムは対利用者でも利用されている。オン

ライン会議システムはマイクやスピーカーの

都合から同時に話すことが難しい。そのため,

スタッフと利用者がオンラインで会話をする

場合交互に話さざるを得ないため,落ち着いて

話せるメリットがある。ただし,精神障害を持

つ場合には若干注意が必要で,パソコンから聞

こえる音声を幻聴と勘違い調子を悪くした例

があり,本人の状態を見ながら使用の可否を検

討すべきだろう。また,パソコンの操作をサポ

ートするスタッフに挟まれて会話することが

監視されているようで嫌だと感じた利用者も

いた。また,あくまでも印象ではあるが発達障

害を持つ人はオンライン会議のハードルが低

い様子だといった報告もあった。 

チャットツールは多くの事業所で利用され

ており,各種通知やスケジュール調整程度では

あるが,自治体の指定するチャットツールに事

業所が参加し利用しているケースも見られた。

チャットツールのメリットは,リアルタイムで

情報がやりとりできること,多少の説明不足が

あってもタイムラインの流れで内容を把握で

きること,ツールによっては何人が確認したか

（既読）わかることがある。その反面,過去に

さかのぼって見直すことが難しいこと,利用者

が友達になろうとすること,利用から時間外に

連絡される恐れがあるなどがあげられる。これ

に対し先行事例では,友達になれないと言われ

た場合は業務用できないといと説明している

とのこと。また,業務用のスマートホンを別に

用意しているため,勤務時間外にはチャットが

届かないよう物理的な制約を設けている事業

所もあった。 

＜チャットツールの例＞ 

LINE WORKS LINE株式会社 

Chatwork  Chatwork株式会社 

４．今後の展望 

今回の調査では,ICTの導入にはばらつきは

あるものの,ある程度の浸透はみられた。しか

し ICTを用いたアセスメントが行われている

例はあまり見られなかった。ICTを用いた場合,

記録を俯瞰して確認することができる。そこか

らアセスメントや将来的に AIなどと結びつけ

ることで支援の幅を広げる可能性がある。すで

に介護や看護の現場では,記録を AIで分析す

ることで転倒の予測や離床予測などが導入さ

れはじめている。仮に AIなどで利用者の転倒

を防ぐことができれば,利用者のみならず支援

者が事故報告書の作成に時間を取られずに済

む。また支援計画を AIが支援するシステムも

存在している。これらが普及すると,人材不足

だけでなく経験の浅い支援者の手助けとなる
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と考えられる。 

一方で ICT化には特有の問題も存在する。情

報セキュリティの問題だけでなく,複雑なシス

テムであれば業務の属人化がおきる。また個人

開発の支援アプリを利用していたが,アプリの

更新がされなくなり問題となった例もあった。 

これらのことから ICT を利用する事業所では,

全体の業務を俯瞰し ICT化を検討できる部署

などを設定し,長期間安定して運用できるシス

テムの選定や ICT を利用した際のワークフロ

ーの検討ができ,スタッフと利用者の双方に利

するようにすることが必要だろう。 

 

（4）発達障害情報・支援センターにおける ICT

を活用した情報提供の取組 

1.背景と目的 

発達障害者支援法においては,国の役割とし

て,①国民への普及・啓発 ②専門的知識を有

する人材確保 ③調査研究の 3点が要請され

ている。国立障害者リハビリテーションセンタ

ーの発達障害情報・支援センター（以下,当セ

ンターと略す）は,発達障害に関する国民の理

解促進をはかることを目的に平成 20 年に開設

された。開設以来,ウェブサイトを通じて信頼

のおける情報の提供につとめてきた。令和 3

年度のウェブサイトの年間閲覧数は 65万件で

あり,発達障害に関する普及・啓発において一

定の役割を担っているが,情報発信のさらなる

強化が求められているところである。また,専

門的知識を有する人材確保に向けても国とし

ての取組充実をはかっているところである。 

２．「発達障害ナビポータル」開設経緯と概要 

平成 30年 3月に文部科学省と厚生労働省の

両省による家庭と教育と福祉の連携「トライア

ングル」プロジェクト報告が取りまとめられた。

その報告の中で,独立行政法人国立特別支援教

育総合研究所（発達障害教育推進センター）に

おいては主として教育分野における支援を,当

センターにおいては福祉分野における支援に

ついてそれぞれ普及を進めており,両者のウェ

ブサイトを保護者等が活用しやすいようにつ

ながりを持たせるなど工夫すること,また,両

省・両者による連携の下,教育や福祉の分野に

おいて支援者が身につけるべき専門性を整理

し,各自治体において指導的立場となる者に対

する研修のあり方の検討,教育や福祉の現場に

その成果を普及させる方策を検討することと

された。情報発信の工夫の一環として,令和 3

年 9月末に発達障害に関する国のポータルサ

イトとして,「発達障害ナビポータル」（以下,

ナビポータルと略す）独立行政法人国立特別支

援教育総合研究所と当センターの両者共同で

運用を開始した。ご本人やご家族に向けた情報,

支援者向け情報（教育,医療・保健,福祉,労働

分野）,特集記事などがあり,読み上げ機能と多

言語対応（英語・中国語・韓国語・ポルトガル

語）のサイトとなっている。 

３．ナビポータルを通じた取組 

１）研修動画配信等による人材育成  

「教育・福祉連携に関する研修カリキュラム」

として,教育と福祉の関係者が共通に身につけ

ておいて欲しい内容を研修動画で視聴できる

ようにした（令和 4年 4月時点：14項目,57

コンテンツ）。ナビポータル上から学校や障害

福祉サービス事業所をはじめ,その他の分野も

含めた幅広い支援関係者に活用してもらうこ

とが可能となっている。 

また,視聴対象を限定した研修コンテンツに

ついてはナビポータル上の閲覧者限定エリア

（会員エリア）を活用し,情報整備をしている。

令和 2年度に実施された研究班「国立機関・専

門家の連携と地域研修の実態調査による発達

障害児者支援の効果的な研修の開発」では,各

地域で標準的な内容の研修を開催することが

可能となるような研修コンテンツが開発され

た（「発達障害児者の支援に関する標準的支援

プログラム」）。研究班の成果物である講師向け

動画や資料などのコンテンツについては,閲覧

者限定エリアに掲載し,各都道府県・政令指定

都市の発達障害者支援センターや教育センタ
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ーといった拠点機関の職員等が本コンテンツ

を活用しながら研修講師としての役割を担う

ことができるよう,後方支援をしている。 

２）全国の取組および関連情報の発信 

全国の発達障害支援の拠点機関である発達

障害者支援センターや自治体等では,発達障害

児者支援に資するさまざまな取組が行われ,啓

発冊子や社会資源リスト等の整備が行われて

いる。点在するそれらの情報や成果物を集約・

整理することで,当事者・家族や支援関係者等

がより利活用しやすくなるよう,発達障害支援

に関する地方自治体等の取組および関連情報

データベース（以下,「自治体取組情報検索」

と略す）の作成を試みた。 

［作成方法］ 

当センターで作成した掲載情報の候補に関

する基礎資料をもとに,令和 3年 11月～12月

に発達障害者支援センター全国連絡協議会所

属機関（83ヶ所）に管轄情報の確認および追

加情報等の提供を求めた。回答機関は 79ヶ所

で,回収率は 95.2%であった。これらの調査結

果も踏まえ,当センターに設置する発達障害情

報分析会議（作業部会）で招聘した外部有識者

等と検討の上,作成作業を進めた。令和 4年 1

月～3月にかけて当該情報に係る都道府県等

行政の各担当課へ情報確認をした上で,「自治

体取組情報検索」の初期版として令和 4年 4

月に公開した。 

［掲載情報］ 

主に都道府県・政令指定都市の行政や発達障

害者支援センターの取組成果等として集約・整

理した 1,107 件の情報を掲載した。また,教育

と福祉の連携による情報発信として国立特別

支援教育総合研究所発達障害教育推進センタ

ーと協働し,都道府県教育センター等による特

別支援教育の情報も載せている。 

［使用方法］ 

ユーザーが必要な情報にアクセスしやすく

なるよう,各情報をカテゴリーとライフステー

ジで分類し,「カテゴリーでさがす」・「地域で

さがす」・「ライフステージでさがす」の条件を

組み合わせて検索できる機能を付加した。カテ

ゴリーおよびライフステージの項目は,表 1．,

表 2．の通りである。情報によっては複数のカ

テゴリー・ライフステージに分類されているも

のもある。 

 

表１．自治体取組情報のカテゴリーと掲載情報

数 

カテゴリー （掲載情報数） 

相談窓口・支援機関リスト（105） 

医療機関リスト（54） 

発達障害者支援センター（134） 

当事者会・親の会（69） 

保護者・家族向け支援（ペアトレ・ペアプ

ロ・メンター含む）（46） 

啓発パンフレット・リーフレット（111） 

研修会・イベント情報（57） 

支援者向け資料（94） 

教育センター・特別支援教育課等（36） 

特別支援教育（124） 

教育支援計画（20） 

サポートファイル（73） 

合理的配慮（65） 

防災・災害（69） 

自閉症啓発デー関連（38） 

障害福祉計画（69） 

当事者・家族・一般向け資料（135） 

子どものこころ診療拠点病院事業関連（30） 

その他（38） 

 

表２．自治体取組情報のライフステージと掲載

情報数  

ライフステージ （掲載情報数） 

乳幼児期（822） 

学童期・思春期（961） 

青年期・成人期（755） 

全ライフステージ共通（660） 

 



12 
 

４．人材育成における ICT活用 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い,当セ

ンターで開催する研修会等はすべてオンライ

ン形式に変更した。研修プログラムの企画にお

いては,講義視聴のみでなく,他受講者との意

見交換を行うグループワークや,講師との質疑

応答等を組み込むなど,双方向のやり取りが行

えるような工夫を行った。受講予定者が業務等

の都合でリアルタイム参加できなかった場合

などを想定し,オンデマンド配信も行った。 

開催方法の変更により,集合形式と比し,全

国各地から多くの支援関係者に受講いただけ

るようになった。一方,受講申込から事前・事

後アンケートをすべてアンケートフォーム

（Googleフォームなどのクラウドサービス）

で行う形式としたことで,一部の自治体職員等

がセキュリティ上の理由等により対応できな

いケースもあった（1回開催あたり５件未満）。 

なお,国立障害者リハビリテーションセンタ

ー学院で開催している発達障害関連研修会に

ついても,より効果的な人材育成等を目的に,

現在,開催方法の見直しを行っているところで

ある。具体的には,遠隔地からの受講も可能と

するオンライン開催に加え,事前学習として動

画視聴を設けることで理解度の深化と演習時

間の十分な確保につとめる等である。また,一

部講義については収録動画の活用によるオン

デマンド配信を行い研修機会の充実をはかる

等,全国の受講対象者の利便性の向上と研修効

果の向上が目指されている。 

５．今後の取組に向けて 

現在,ナビポータルを活用しながら進めてい

る当センターでの取組を中心に紹介してきた。

「自治体取組情報検索」については,その作成

過程において自治体等から意見聴取する中で,

過去に作成した成果物等で休眠状態にあるも

のを活性化したいという意見や,全国の取組を

検索閲覧できるデータベースの整備により各

地での取組の活性化につながることを期待す

る声も届いた。今後は定期的な情報更新を行う

とともに,市区町村等を含めた追加情報の収集

等も検討し,充実をはかる必要があると考える。 

あわせて,国で行われている発達障害児者支

援に関わる調査研究等についても,都道府県・

市区町村でその成果が広く普及され,各地での

取組を推進できるよう,情報発信の内容と方法

にさらなる工夫をしていく必要があるだろう。 

人材育成に向けた取組については,３の１）

で「発達障害児者の支援に関する標準的支援プ

ログラム」のコンテンツ掲載について述べたが,

各地域で研修講師を担う専門的知識を有する

人材へのバックアップ体制については,さらな

る充実が求められている。ICTを活用すること

によってその充実がはかられるものと考えら

れ,研修受講者へのフォローアップ体制のあり

方の検討などもあわせて行いたい。 

当センターでは今後も ICTの活用による情

報発信の強化につとめ,より確実な人材育成と

全国各地における発達障害児者支援の取組の

推進につなげていきたい。 

 

（5）障害福祉サービス事業所における ICT活

用の実態調査 

回答数は総数 1883例となり,最終的な全体

回収率は 14.07％であった（表 1）。 

1883例のうち約90％にあたる1711例がグル

ープホーム（共同生活援助）の事業所からの回

答であり,自立生活援助は 83例（4.4％）,就労

定着支援は 6回答（0.3％）,その他の事業所が

82例（4.4％）であった。 

グループホームのインターネット環境は以

下のような特徴がみられた。ICT環境では PC

が常勤職員に 1台（19％）という施設は有意に

少なく,事業所事務所に数台（1台；20％・2～

表1　調査回答の事業種別
事業種別 施設数 %

共同生活援助（グループホーム) 1711 90.9
自立生活援助 83 4.4
就労定着支援 6 0.3
その他 82 4.4
合計 1882
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3台：32％）（52％）という施設が有意に多く,

タブレットは所有無しの場合が有意に多い。ま

た LAN（83％）・Wi-Fi（76％）・職員メールア

ドレスの活用（17％）とインターネット環境は

ある程度は整いつつあるが逆に 20％の施設は

インターネット環境のない中で業務を行って

いることになる。ICT導入している施設は 45％

ということから,グループホームでは ICT化が

進んでいるグループホームと ICT が未整備の

グループホーム（55％）とで二極化していると

いえる。 

自立生活援助および就労定着支援・その他で

は,インターネット環境は PCが常勤職員に 1

台が有意に多く,タブレットは職員が所持して

いるか,事務所が所有している場合が有意に多

かった。LAN（90％）・Wi-Fi（89％）・職員メー

ルアドレスの活用（50％）とインターネット環

境が整備された中で業務を行っている施設が

大半を占める。ICT 導入している施設は 53.6％

ということから,自立生活援助や就労定着支

援・その他の施設は ICT化が進んでいるといえ

る。 

ICT の活用によって事務業務の負担（負担

感・主観的業務時間）に違いがみられるかにつ

いて比較検討したところ,以下の結果が得られ

た（図 16）。 

 

グループホームの ICT 活用低群では事務負

担（負担感・主観的業務時間）が有意に高く,ICT

活用高群は ICTによる業務に対しての有用性

やポジティブなイメージを有意に高く持って

いるという結果であった。PCの設備環境から

の比較では,PCを業務でほとんど使わない PC

活用低群が業務や支援に対する負担感を低く

回答する傾向にあった。一方,PC活用低群は

ICTに関するポジティブなイメージは低く,ネ

ガティブなイメージが高い傾向が特徴的であ

った。同じくタブレットの設備環境からの比較

では,事務業務や支援業務の回答傾向に差は見

られず,タブレット活用高群が ICTイメージに

おいて低群のポジティブなイメージの低さ,ネ

ガティブなイメージの高さが特徴的であった。

一方,自立生活援助では,ICT環境において支

援や業務に関する負担については ICT環境で

大きな施設間の差が見られなかった。 

ICT活用に関する個人情報への意見聴取を

自由記述にて行ったが,事業所種別において大

きな違いは見られなかった。自由記述をラベル

化し,類似するラベル同士をグループ化した結

果,以下のような特徴がわかった。 

・ICT導入においては,クラウドに個人情報を

掲載することへの不安が多く,ICT導入を慎

重な態度になっている事業所が多い。 

・ICT活用への慎重な態度は,法人内であった

り,利用者であったり,職員間でもみられる。 

・ICTを活用している施設からは,個人情報の

管理や事故防止の配慮をすでに行っている

ことが多く,クラウド上での個人情報の管理

に不安がある場合は個人情報以外の情報に

限って ICTを活用している。 

・ICTを今後推進していくためには,2 つのこと

が必要である。1つは,法人として情報シス

テム部のような部署の設置や ICTや個人情

報の管理については専門家による研修であ

る。もう１つは行政における ICT化の連携で

ある。行政から障害福祉サービス事業者に

ICTを推進する動きや行政や公的機関でも

ICT活用が進んでいる必要がある。 

 

図16　事務業務におけるICT活用状況

52.5

77.8

73.6

29.7

17.3

17.2

17.7

4.9

9.2

共同生活援助

自立生活援助

就労定着支援・その他

頻繁に使用する たまに使用する ほとんど活用していない
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次に支援計画に必要なアセスメント把握と

ICT の関係について尋ねたところ以下の回答

を得た（図 20） 

グループホームでは「特にアセスメントツー

ルを活用していない」の回答が 5％水準で有意

に多く,「病院など他機関での心理検査結果を

参考にしている」の回答が 5％水準で有意に少

なかった。 

自立生活援助,就労定着支援・その他は,とも

に「病院など他機関での心理検査結果を参考に

している」の回答が 5％水準で有意に多く,「特

にアセスメントツールを活用していない」の回

答が 5％水準で有意に少なかった。 

グループホームでは「導入の予定も希望もな

い」の回答が 5％水準で有意に多く,「導入予

定」の回答が 5％水準で有意に少なかった。 

自立生活援助では「導入の予定も希望もない」

の回答が 5％水準で有意に少なかった。 

就労定着支援・その他では「導入予定」が 5％

水準で有意に多く,「導入も予定も希望もない」

が 5％水準で有意に少なかった。 

 

次に,ICT活用に時に必要になる個人情報の

取り扱いについて取り上げる。まず,ICTを活

用する際に個人情報の取り扱いに回答を求め

たところ以下の特徴がみられた（図 21）。 

グループホームでは「個人情報を取り扱って

いない」の回答が 5％水準で有意に多く,「個

人情報を取り扱っている」の回答が 5％水準で

有意に少なかった。 

自立生活援助では「個人情報を取り扱ってい

る」の回答が 5％水準で有意に多く,「個人情

報を取り扱っていない」の回答が 5％水準で有

意に少なかった。 

 

まとめとして,各施設に ICTツールの導入に

ついて回答を求めた（図 24） 

 ここまでの比較において,各事業所におけ

る ICT環境の現状についてまとめておく。 

 

グループホームは,利用者が知的障害中心の

施設が多く,職員構成としては非常勤生活支援

員が多い。 

ICT環境では PCが常勤職員に 1台というよ

りは事業所事務所に 1台という形式が多く,タ

ブレットは所有無しの場合が多い。 

LAN（83％）・Wi-Fi（76％）・職員メールアド

レスの活用（17％）とインターネット環境はあ

る程度は整いつつあるが逆に 20％の施設はイ

ンターネット環境のない中で業務を行ってい

る。 

ICT導入している施設は 45％ということか

ら,グループホームでは ICT化が進んでいるグ

ループホームと ICTが未整備のグループホー

ムとで二極化しているといえる。 

自立生活援助および就労定着支援・その他は,

利用者が精神障害中心の施設が多く,職員構成

図20　利用者へのアセスメント状況

84.8

65

70.7

11.1

26.3

24.4

1.7

3.8

1.2

2.4

5

3.7

共同生活援助

自立生活援助

就労定着支援・その他

特にアセスメントツールを活用していない
（施設独自の観点で利用者の状態像を把握 )
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図21　ICT活用の際の個人情報の取り扱い

59.8

78.05

68.3

40.2

21.95

31.7

共同生活援助

自立生活援助

就労定着支援・その他

個人情報を取り扱っている 個人情報を取り扱っていない

図24　施設におけるICTツールの導入
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としては地域生活相談員が多い。 

ICT環境では PCが常勤職員に 1台が多く,タ

ブレットは職員が所持しているか,事務所が所

有している場合が多い。 

LAN（90％）・Wi-Fi（89％）・職員メールアド

レスの活用（50％）とインターネット環境が整

備された中で業務を行っている施設が大半を

占める。 

ICT 導入している施設は 53.6％ということ

から,自立生活援助や就労定着支援・その他の

施設は ICT化が進んでいるといえる。 

 

 グループホームにおける事務業務の負担感

に関する質問紙 11項目の回答結果と自立生活

援助における事務業務の負担感に関する質問

紙 11項目の回答結果に対して最尤法にて探索

的因子分析を行った。その結果,グループホー

ムと自立生活援助の事務業務や支援業務の細

部の差異からそれぞれ因子構造が異なり,事務

業務・支援業務の負担感や主観的業務時間の正

確な数量的把握にはそれぞれの因子分析結果

に合わせた質問紙に合わせて分析することが

必要であることが明らかになった。同じく,ICT

有用性や ICTイメージに関する質問紙におい

てグループホームと自立生活援助の因子構造

は同じであり,この 2つの質問紙については共

通して分析に使用することが可能であること

明らかになった。 

 

 ICT活用の実態と上記の因子分析に基づい

た ICT関する負担感,主観的業務時間,ICTの有

用性,ICTに対するイメージの尺度を用いて,

両者の関連性を検討した。その結果,グループ

ホームでは,ICT の活用によって事務業務の負

担（負担感・主観的業務時間）に違いがある。

ICT 活用低群が負担（負担感・主観的業務時間）

を高い。ICT活用高群は,ICT による業務に対し

ての有用性やポジティブなイメージを高く持

っている。PCの設備環境からの比較では,PC

活用低群が業務や支援に対する負担感を低く

回答する傾向があることが特徴である。一

方,ICT に関するポジティブなイメージは低く,

ネガイメージが高い傾向が特徴的であった。同

じくタブレットの設備環境からの比較では,事

務業務や支援業務の回答傾向に差は見られ

ず,ICTイメージにおいて低群のポジティブな

イメージの低さ,ネガティブなイメージの高さ

が特徴的であった。 

これらの 3つの比較を総合的に判断すると,

以下の特徴がつかむことができる。 

まず,現在のグループホームは ICT環境と業

務効率や負担感において施設間で差が激しい

ということである。次に,ICT設備があること

が即座に事務業務効率の向上や支援業務の向

上に結び付くのではないということである。業

務負担軽減につながるためには,ICT活用が施

設業務の中で軌道に乗ることが必要である。さ

らに ICT活用低群に相当するグループホーム

において,ICT活用の希望があるがうまく活用

できず,かえって業務負担や主観的業務時間を

高く体験しているため,何らかの業務サポート

を必要としている。 

自立生活援助では,支援や業務に関する負担

については ICT環境でそれほど大きな施設間

の差が見られない。グループホームでも示唆さ

れたように PC活用を進めていたとしても ICT

活用が軌道に載っていなければ,事務業務の主

観的業務時間が高くなるなど,かえって業務負

担が増えることが懸念される。グループホーム

と同様に ICTを導入しようとしている事業者

に対する ICT導入サポートが必要になろう。 

 

 今回の調査では,数量的把握とともに自由記

述等による意見聴取も行った。次のようにまと

めることができる。 

ICT活用に関する個人情報への意見は事業

所種別において大きな違いは見られない。 

ICT導入においては,クラウドに個人情報を掲

載することへの不安が多く,ICT導入を慎重な

態度になっている事業所が多い。ICT活用への
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慎重な態度は,法人内であったり,利用者であ

ったり,職員間でもみられる。ICT を活用して

いる施設からは,個人情報の管理や事故防止の

配慮をすでに行っていることが多く,クラウド

上での個人情報の管理に不安がある場合は個

人情報以外の情報に限って ICTを活用してい

る。 

ICT を今後推進していくためには,2つのこ

とが必要である。1つは,法人として情報シス

テム部のような部署の設置や ICT や個人情報

の管理については専門家による研修である。も

う１つは行政における ICT化の連携である。行

政から障害福祉サービス事業者に ICT を推進

する動きや行政や公的機関でも ICT活用が進

んでいる必要がある。 

〔結論〕 

 障害者福祉サービス事業者を対象とした

ICT 活用に関する調査を行ったところ結論と

して以下のことが明らかになった。 

グループホームでは約 45％が ICT を導入し

ていると回答し,ICT 化が進んでいるグループ

ホームと ICTが未整備のグループホームとで

二極化している。ICT 活用の程度によって業務

負担等に関する比較を行うと以下のことが明

らかになった。 

ICT 環境の充実度によって業務効率や負担

感の差が大きい。ICT 活用している施設は業務

負担が少ないが,ICT 設備があることが業務効

率の向上や支援業務の向上に即座に結び付く

のではない。ICT を導入しているがまだうまく

活用できていない場合,かえって業務負担や主

観的業務時間を高く体験している。 

ICT が業務負担軽減につながるために

は,ICT 活用が施設業務の中で軌道に乗ること

が必要であり,専門家による ICT導入のための

何らかの業務サポートを必要としている。 

 自立生活援助は,グループホームに比較して

メールアドレスや ICT ツールを活用している

施設が多い（約 53.6％）。 

自立生活援助では,支援や業務に関する負担に

ついては ICT環境でそれほど大きな施設間の

差が見られない。グループホームと同じく PC

活用を進めていたとしても,ICT活用が軌道に

載っていなければ事務業務の負担がかえって

増えることが懸念される。グループホームと同

様に ICTを導入しようとしている事業者に対

する ICT導入サポートが必要になる。 

 このような施設間や事業所種別での格差を

埋めていくためにはいくつかの工夫や取り組

みが必要とされるが ICT推進化の方向性とし

ては以下のことが考えられる。 

・法人として情報システム部のような部署の設

置や ICTや個人情報の管理については専門

家による研修である。 

・行政における ICT化の連携である。行政から

障害福祉サービス事業者に ICTを推進する

動きや行政や公的機関でも ICT活用が進ん

でいる必要がある。 

 

（6）障害福祉分野における ICT活用の好事例

におけるヒアリング調査 

 グループホーム13施設,自立生活援助7施設

から調査協力が得られ,インタビューガイドに

沿って施設概要・インターネット設備・事務業

務・支援業務・ICT活用と業務効率について・

ICT 活用の展望について,話をうかがうことが

できた。概ねヒアリング調査時間は 1 件につ

き,40～60分であった。詳しい内容は分担研究

報告書にゆずるとして,大まかには以下の特徴

をつかむことができた。 

グループホームと自立生活援助施設におけ

るヒアリング調査結果について，ICTによる事

務効率の向上についてはいずれも顕著な改善

効果がみられた。特にコロナ禍という状況の中

にあって，職員同士が対面することなく情報共

有や他者の記録の参照が可能となることは，業

務の効率化とともに感染リスクの回避という

利点もあったようだ。 

ICT を十分に活用するためにはシステムを
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導入するだけでなく，実際に使用する職員が習

熟することや，活用のためのマニュアルを作

成・配布・体験機会の設定などの工夫が必要で

あるものの，業務の効率化と職員の負担軽減に

大きな効果があることは，自業種別によらない

共通のメリットであると言える。 

 支援業務に関する ICT活用では，グループホ

ームにおいては利用者の余暇支援や利用者同

士のオンライン交流など，様々な活用の仕方と

肯定的な反応が多く見られた一方で，自立生活

援助施設では利用者の症状や特性などによっ

て，活用される方と ICT機器・ツールの使用に

留意が必要であったり，悪影響をもたらすリス

クもあることが示唆された。グループホームの

利用者は知的障害などを有していたとしても，

ある程度集団生活が可能な方であるものの，自

立生活援助施設の利用者の中には幻覚等の精

神症状から ICT を活用した状況に適さない状

態の方もいるという事業種別による差異と推

察された。支援業務における ICTの活用にあた

っては，こうした利用者ごとの症状や状態など

から ICT ツールの適性やリスクを踏まえて使

用することが重要であることが示唆された。 

 ヒアリング調査結果における大きな特徴の

１つは業務における ICT 活用に関連して自治

体との連携や行政のシステムとの関連におけ

る課題や要望であった。たとえば，事業所が

ICT 化を進めても行政認証のペーパーレス化

が進んでおらず，各種届や申請では紙媒体の提

出を求められることや，制度変更の際に 1月に

通知を受けるものの，4月までに書類フォーマ

ットや体制を変更することが困難であること，

自治体間でも ICT 導入の状況が異なり，担当地

区によって対応が異なり苦慮していることな

どが報告された。 

 

D．考察 

 本研究においては,障害福祉サービスのなか

で,主として成人期の地域支援における ICT 導

入状況に関して,基本的な概念的整理等の上で,

質問紙調査とインタビューを通して検討を行

った。 

１．ICT導入の現状はどうか 

 成人期の地域支援に関して,現状の障害者福

祉サービスは十分な支援メニューを持ってお

らず,ICT 活用に向けてのいろいろな可能性を

有しているものの,現状はかなり課題があると

考えられる。 

 特に,今回,当初,Google フォームでの調査

を意図したが,多くの事業所が対応できない実

態もあり,郵送調査をやり直した経過もある。 

 好事例となる事業所も多数あり,複数のグル

ープホームを運営している事業所では事務本

部とクラウドで情報共有を行うことによる移

動時間の削減や，クラウドにより個々の PC の

故障・データ消失時のリスク回避など，事務効

率が確実に向上している様子がうかがえた。ま

た職員単位での事務効率についても，従来の紙

面によるやりとりから電子記録による情報共

有や申し送りが可能となり，シフトの異なる職

員同士が対面する必要なく，遠隔かつリアルタ

イムで情報が確認できることが報告された。さ

らに記録方法もワンタップで必要な事項を記

録できるため，業務の隙間に記録作成を行うこ

とも可能となっている。加えて，コロナ対策と

いう観点からも，オンラインビデオ会議システ

ムの活用により職員を一堂に会する必要ない

情報交換などもできるなど，ICT活用による顕

著な利便性の向上が示された。グループホーム

間をタブレットのアプリを用いてネットワー

クでつなぎ，利用者同士が画面に顔を出して交

流できることや，外出の際にタブレット上の地

図で実際の風景と類似した画像をみることで

安心感を得られるなどの効果も報告された。利

用者にとってのメリットが大きいことに加え，

支援者も情報の提示が容易であったり，オンラ

インビデオ会議システムでの交流では複数の

支援者が関わりコミュニケーションのサポー

トが可能であったりと，利用者・支援者双方の

活動を円滑にしている様子がうかがえた。その
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他，ICT機能を活用してアラームで起床時刻や

服薬時刻を知らせること，Webカメラを玄関に

置いた見守り機能，スマートウォッチでの睡眠

状況のモニタリングなど，日常生活におけるサ

ポート事例も挙げられた。 

 障害者福祉サービス事業所において,現在の

グループホームは ICT 環境と業務効率や負担

感において施設間で差が激しいということが

うかがえた。グループホームでは高齢の職員が

ICT 導入に関して前向きに動きにくい実情も

あるようで,福祉業界の人不足の影響もあり,

難しい状況となっている。本来は,人不足の助

けとなる ICT 導入であるはずだが,導入におい

て ICT スキルの低い高齢者層が多いので導入

できないという悪循環があり,ICT 導入への公

的なサポートや,ICT ツールがより使いやすい

ものになることが望まれる。 

２．ICT 導入を促進していく上での課題 

ICT 環境の充実度によって業務効率や負担

感の差が大きい。形だけシステムを作っても，

職員が利用できる状態でなかったり活用する

方法を知っていたりしなければ効果が得られ

ないことが確認された。ICT 活用している施設

は業務負担が少なかったが,ICT 設備があるこ

とが業務効率の向上や支援業務の向上に即座

に結び付くのではなく,ICT を導入しているが

まだうまく活用できていない場合,かえって業

務負担や主観的業務時間を高く体験している。

ICT が業務負担軽減につながるためには,ICT

活用が施設業務の中で軌道に乗ることが必要

であり,専門家による ICT 導入のための何らか

の業務サポートを必要としている。障害に特化

したソフト・アプリがないことや，知的障害の

ある方でも簡単に操作できるような ICT 端末

が欲しいという要望も挙げられていた。 

特に,自立生活援助事業所では,事務効率の

向上については，グループホームと同様に，ク

ラウド化による遠隔や外出先での作業が可能

となったことや，タブレットでの記録を PC に

反映できること，各端末でスケジュール管理が

同期され共有できること，オンラインでのコミ

ュニケーションにより相談員と事務員の確認

作業がスムーズになりミスやストレスが減少

したなど顕著な効果が示された。 

 アンケート調査からもヒアリング調査から

も ICT を活用している施設では業務効率の向

上がみられるといえる。ただし,ICT 設備環境

があることが即座に業務効率の向上や支援業

務の向上に結び付くのではないということに

も注意を要する。業務の中で ICTが使いこなせ

ること（活用していること）が条件であること

が本研究の結果が示している。 

今回の調査結果から ICT活用の希望があり,

導入し始めたがまだうまく活用できていない

施設の負担面にも注目する必要がある。慣れな

い ICTに格闘していることでかえって業務負

担や主観的業務時間を高く体験しているとい

う結果がみられたからである。ICT導入希望・

ICT導入初期の施設に何らかの業務サポート

を必要としているということが推測できる。2

年はこの施設をターゲットに効果検証の実証

研究に入ることになるだろう。 

３．ICT導入の壁を超えるには 

 もう１つ大きなテーマは,行政・自治体の

ICT化推進の問題である。自治体間格差をなく

し,申請等の各種用務に関する ICT 化を進める

ためには,現在国が目指している地方公共団体

の基幹業務システムの統一・標準化と同様に,

全国統一のシステムによる手続を可能とする

よう整えることが重要である。 

事業所が ICT 化を進めても行政認証のペー

パーレス化が進んでおらず，各種届や申請では

紙媒体の提出を求められることや，制度変更の

際に 1月に通知を受けるものの，4月までに書

類フォーマットや体制を変更することが困難

であること，自治体間でも ICT導入の状況が異

なり，担当地区によって対応が異なり苦慮して

いることなどが報告された。 

自治体の ICT 化が進むことが望ましいが,規

模や経済状況等により,その取り組みには格差
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が生じる。例えば小規模な自治体では,限られ

た件数の手続きについて,ICT 化を進めること

は困難である。自治体間格差をなくし,申請等

の各種用務に関する ICT 化を進めるためには,

現在国が目指している地方公共団体の基幹業

務システムの統一・標準化と同様に,全国統一

のシステムによる手続を可能とするよう整え

ることが重要である。 

利用者,関係者,施設の間での ICT 化のみな

らず,施設と行政間の ICT 化が進むことで施設

と行政双方の業務改善を図ることが可能とな

る。業務改善により,書類作成や提出にあてて

いた時間を利用者支援あてることができるよ

う,全国レベルでの ICT 化が望まれるところで

ある。 

 

E. 結論 

 本研究の結果,障害者福祉サービスのうちグ

ループホームにおいて ICT 活用に格差がある

ことが明らかになった。また ICT活用は業務効

率向上に寄与し,大きな可能性を有するが,ICT

設備状況だけでなく,ICT を使いこなせること

が重要であることがうかがえた。 

 ICT 活用が本当の意味で業務負担軽減にな

るためには,行政・自治体の ICT 化が推進する

ことが重要であることが改めて確認された。 

 

F. 健康危険情報 

本研究では,障害福祉サービス事業所を対象

としたアンケート調査のみであること,郵送お

よび Web 調査よる関連機関への悉皆調査で紙

面による説明と不利益のないことの明記など

から,本研究において健康に関連した危険情報

はなかった。 

ヒアリング調査においても,事業所の職員か

らの事務業務および支援業務と ICT との関連

性を聴取したため,健康に関連した危険情報は

なかった。 
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